
常務理事会

（第56事業年度・第５回

2021年８月19日常務理事会）

主な議事内容は次のとおりです。

Ⅰ 審議事項

１．(1) 監査基準委員会からの意見

具申『監査基準委員会報告書700「財

務諸表に対する意見の形成と監査

報告」等の改正』及び「公開草案に

対するコメントの概要及び対応」に

関する件

(2) 監査・保証実務委員会から

の答申『監査・保証実務委員会実務

指針第85号「監査報告書の文例」の

改正』及び「公開草案に対するコメ

ントの概要及び対応」に関する件

2021年５月19日に公布された「デジ

タル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律」における公認会

計士法の改正等により、監査報告書等

への押印に関する規定が廃止され、電

子署名を使用することが可能となる

（2021年９月１日施行）。これを受け、

監査基準委員会報告書700「財務諸表に

対する意見の形成と監査報告」等及び

監査・保証実務委員会実務指針第85号

「監査報告書の文例」を公開草案に対

するコメントを踏まえ改正する旨提案

があり、審議の結果、それぞれ提案どお

り承認された。

２．監査・保証実務委員会からの答申

『監査・保証実務委員会実務指針

「訂正報告書に含まれる財務諸表

等に対する監査に関する実務指

針」』及び「公開草案に対するコメ

ントの概要及び対応」に関する件

2012年３月22日に公表した監査・保

証実務委員会研究報告第25号「不適切

な会計処理が発覚した場合の監査人の

留意事項について」及び2013年７月３

日に公表した同研究報告第28号「訂正

報告書に含まれる財務諸表等に対する

監査上の留意事項について」の実務への

浸透や、研究報告公表後の監査基準等の

改訂を反映するため、同実務指針第103号

「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対

する監査に関する実務指針」を公開草案

に対するコメントを踏まえ取りまとめた

旨提案があり、審議の結果、提案どおり

承認された。

３．会計制度委員会からの答申『IASB

ディスカッション・ペーパー「共通

支配下の企業結合」に対する意見』

に関する件

国際会計基準審議会(IASB)から2020

年11月30日付けで公表されたディスカッ

ション・ペーパー「共通支配下の企業結

合」に対する協会意見を取りまとめた旨

提案があり、審議の結果、提案どおり承

認された。

４．非営利法人委員会からの答申に関

する件

(1) 非営利法人委員会実務指針第34

号「公益法人会計基準を適用する公

益社団・財団法人及び一般社団・財

団法人の財務諸表に関する監査上

の取扱い及び監査報告書の文例」の

改正について

(2) 非営利法人委員会実務指針第36

号「消費生活協同組合法に基づく会

計監査に係る監査上の取扱い及び

監査報告書の文例」の改正について

(3) 『非営利法人委員会実務指針第3

9号「医療法人の計算書類に関する

監査上の取扱い及び監査報告書の

文例」の改正について』及び「公開

草案に対するコメントの概要及び対

応」について

(4) 非営利法人委員会実務指針第40

号「社会福祉法人の計算書類に関す

る監査上の取扱い及び監査報告書

の文例」の改正について

(5) 非営利法人委員会実務指針第41

号「地域医療連携推進法人の計算書

類に関する監査上の取扱い及び監

査報告書の文例」の改正について

(6) 『非営利法人委員会実務指針第4

2号「農業協同組合法に基づく会計

監査に係る監査上の取扱い及び監

査報告書の文例」の改正について』

及び「公開草案に対するコメントの

概要及び対応」について

企業会計審議会から2020年11月６日

付けで公表された「監査基準の改訂に関す

る意見書」及び前述の審議事項１.監査基

準委員会報告書700等の改正を受け、非営

利法人委員会実務指針第34号「公益法人

会計基準を適用する公益社団・財団法人及

び一般社団・財団法人の財務諸表に関する

監査上の取扱い及び監査報告書の文例」、

同実務指針第36号「消費生活協同組合法

に基づく会計監査に係る監査上の取扱い

及び監査報告書の文例」、同実務指針第40

号「社会福祉法人の計算書類に関する監査

上の取扱い及び監査報告書の文例」及び同

実務指針第41号「地域医療連携推進法人

の計算書類に関する監査上の取扱い及び

監査報告書の文例」について改正するとと

もに、同実務指針第39号「医療法人の計算

書類に関する監査上の取扱い及び監査報

告書の文例」及び同実務指針第42号「農業

協同組合法に基づく会計監査に係る監査

上の取扱い及び監査報告書の文例」も公開

草案に対するコメントを踏まえ改正する旨

提案があり、審議の結果、それぞれ提案ど

おり承認された。

５．公会計委員会からの答申『公会計

委員会実務指針第７号「独立行政法

人の財務諸表に関する監査上の取

扱い及び監査報告書の文例」の改

正』に関する件

2021年３月26日付けで改訂された「独立

行政法人に対する会計監査人の監査に係

る報告書」及び前述の審議事項１.監査基

準委員会報告書700等の改正を受け、公会

計委員会実務指針第７号「独立行政法人の

財務諸表に関する監査上の取扱い及び監

査報告書の文例」を改正する旨提案があり、

審議の結果、提案どおり承認された。

６．公会計委員会からの答申『公会計

委員会実務指針第６号「国立大学法

人等の財務諸表に関する監査上の

取扱い及び監査報告書の文例」の改



正』に関する件

2021年３月30日付けで改訂された「国

立大学法人に対する会計監査人の監査

に係る報告書」及び前述の審議事項１.

監査基準委員会報告書700等の改正を

受け、公会計委員会実務指針第６号「国

立大学法人等の財務諸表に関する監査

上の取扱い及び監査報告書の文例」を

改正する旨提案があり、審議の結果、

提案どおり承認された。

Ⅱ 報告事項

１．独立行政法人、国立大学法人等及び

地方独立行政法人の法定監査に関す

る監査契約書及び監査約款の様式の

更新に関する件

2021年３月25日付けで改正された法

規・制度委員会研究報告第１号「監査

及びレビュー等の契約書の作成例」を

受け、独立行政法人、国立大学法人等

及び地方独立行政法人の法定監査に関

する監査契約書及び監査約款の様式を

更新する旨の報告があった。

このほかの主な審議・報告事項は次

のとおりです。

○監査・保証実務委員会からの答申『監

査・保証実務委員会研究報告「事業報

告等と有価証券報告書の一体開示に含

まれる財務諸表に対する監査報告書に

関する研究報告」』及び「公開草案及び

再公開草案に対するコメントの概要及

び対応」に関する件

○業種別委員会からの答申『業種別委

員会実務指針第38号「投資事業有限

責任組合における会計上及び監査上

の取扱い」の改正』に関する件

○業種別委員会からの答申『「デジタ

ル社会の形成を図るための関係法律の

整備に関する法律」における公認会計

士法の改正を受けた業種別委員会実務

指針等の改正』に関する件

○業種別委員会からの答申『監査基準委

員会報告書720「その他の記載内容に関

連する監査人の責任」等の改正を受け

た業種別委員会実務指針の改正』に関

する件

○業種別委員会からの答申『業種別委員

会実務指針「専門業務実務指針「資金

移動業者における預貯金等管理方法に

よる管理に係る合意された手続業務に

関する実務指針」」』及び「公開草案

に対するコメントの概要及び対応」に

関する件

○ＩＴ委員会からの答申『ＩＴ委員会研

究報告「リモートワークを俯瞰した論

点・課題（提言）」』に関する件

○法規・制度委員会からの答申『法規・

制度委員会研究報告第１号「監査及び

レビュー等の契約書の作成例」の改正』

に関する件

○法規・制度委員会からの答申『法規委

員会研究報告第12号「指定社員制度に

関するQ&A」の改正』に関する件

○企業会計・企業情報開示担当常務理事

からの意見具申『「ソーシャルボンド

ガイドライン（案）」に対する意見』

に関する件

○協会出版局による「（仮）社外監査役

等ハンドブック」の出版に関する件

理事会

（第56事業年度・第５回

2021年８月20日理事会）

主な議事内容は次のとおりです。

Ⅰ 会長報告

手塚会長から、会長動静、記者会見の実

施、会長声明「継続的専門研修制度の適切

な運営の確保について」の公表について、

会則第165条に基づく報告があり協議を行

った。

Ⅱ 報告事項

１．IFAC-国際会計士倫理基準審議会

（IESBA）会議報告に関する件

2021年６月９日から11日、14日及び25日

に開催されたIFAC-国際会計士倫理基準審

議会（IESBA）ウェブ会議について報告が

あった。

２．IFAC-国際監査・保証基準審議会

（IAASB）会議報告に関する件

2021年６月14日から23日にかけて開催

されたIFAC-国際監査・保証基準審議会

（IAASB）ウェブ会議について報告があっ

た。

３．CAPAメンバーズ会議・年次総会報

告及びCAPAカンファレンスに関する

件

2021年７月６日にウェブ会議にて開催

されたCAPAメンバーズ会議及び年次総会

並びに2021年10月６日から８日に開催が

予定されているCAPAカンファレンスの概要

について報告があった。

このほかの主な報告事項は次のとおりで

す。

〇「監査の現場力強化に向けた実態把握の

ための調査（アンケート調査）の実施」

に関する件

〇学校法人の監査契約書及び監査約款の

様式の更新に関する件

〇倫理委員会有識者懇談会（準備会合）の

開催に関する件



以 上

（総務本部長 千葉正起）


